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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年12月1日(2016.12.1)

【公開番号】特開2015-73895(P2015-73895A)
【公開日】平成27年4月20日(2015.4.20)
【年通号数】公開・登録公報2015-026
【出願番号】特願2014-78954(P2014-78954)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ  13/90     (2014.01)
   Ａ６３Ｆ  13/95     (2014.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ   13/90     　　　　
   Ａ６３Ｆ   13/95     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年10月17日(2016.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カードを排出するカード販売装置であって、
　プレイヤからの操作入力を受け付ける操作受付部と、
　前記操作入力に従ってゲーム機能を実行する処理部と、
　前記ゲーム機能の実行結果に応じた情報を印刷しカードとして排出する印刷装置と、
　印刷済みのカードを積層状態で収容し１枚ずつ排出するストッカと
を備えることを特徴とするカード販売装置。
【請求項２】
　前記印刷装置及び前記ストッカの何れがカードの排出元となるかは、ゲームの進行状況
、結果、及びプレイヤの選択の少なくともいずれかに応じて切り替えられることを特徴と
する請求項１に記載のカード販売装置。
【請求項３】
　前記印刷装置及びストッカは、併設して設けられていることを特徴とする請求項１また
は２に記載のカード販売装置。
【請求項４】
　前記印刷装置及びストッカを収納する収納部をさらに備え、
　前記印刷装置及びストッカは、前記収納部の奥側に収納された第１の位置と、前記収納
部の手前側に引き出された第２の位置との間でスライド可能に構成されたことを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載のカード販売装置。
【請求項５】
　前記印刷装置及びストッカは、前記収納部内で設置台上に設置され、
　前記設置台は、前記印刷装置及びストッカを前記第１の位置と第２の位置との間でスラ
イド可能に構成されたことを特徴とする請求項４に記載のカード販売装置。
【請求項６】
　前記ストッカは、前記設置台上での占有面積がプリンタより小さいことを特徴とする請
求項５に記載のカード販売装置。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決する本発明は、カードを排出するカード販売装置であって、
　プレイヤからの操作入力を受け付ける操作受付部と、
　前記操作入力に従ってゲーム機能を実行する処理部と、
　前記ゲーム機能の実行結果に応じた情報を印刷しカードとして排出する印刷装置と、
　印刷済みのカードを積層状態で収容し１枚ずつ排出するストッカと
を備えることを特徴とする。
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